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医薬品の効能・効果等の追加に伴う留意事項通知の一部改正について

　平成23年3月10日付け保医発0310第1号により、診療報酬の算定方法に関する留

意事項通知（平成22年3月5日保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正

に伴う実施上の留意事項について」（以下、r留意事項通知」という））の一部が改正さ

れ、同日から適用されましたので、お知らせ申し上げます。

　今回の改正は、医薬品の効能・効果等が追加されたことに伴い、関連する診療報酬

を算定できるようにするものでありますが、改正の概要については下記のとおりであ

ります。

　つきましては，今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上

げます。

　なお、本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム（医療保

険「医薬品の保険上の取扱い等」）に掲載を予定しております。

記

1　トラスツズマブ（遺伝子組換え）（販売名「ハーセプチン注射用60、同150」）につ

いて、平成23年3月10日に「HE　R2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・

再発の胃癌」に対する効能・効果および用法・用量が追加された。

2　これに伴い、治癒切除不能な進行又は再発の胃癌患者に対しても、「NOO5」HE

　R2遺伝子標本作製が算定可能となった。



3　関連する医薬品

　　　ハーセプチン注射用60、同150（中外製薬株式会社）

（添付資料）

1．「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正に
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r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
　留意事項について」の一部改正について

　「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上ゐ留意事項について」（平成22年3月5日保

医発0305第1号）について下記のとおり改正し、本日より適用することといたしましたので、

その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図

られたい。

記

別添1の第2章第1．3部第1節NO　O5を次のように改める。

（1）　HE　R2遺伝子標本作製は、乳癌の術後の患者又は乳癌の転移が確認
　　された乳癌患者に対して、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性
　　腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、F　I　S　H法により遺
　　伝子増幅標本作製を行づた場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定
　　までの間に1回を限度として算定する。
（2）　本標本作製と区分番号「N　O　O2」免疫染色（免疫抗体法）病理組織
　　標本作製の「3」を併せて実施した場合は．主たるもののみ算定する。
（3）　治癒切除不能な進行又は再発の胃癌患者に対して行う場合は、乳癌患
　　者に行う場合に準じる。



（参考：新旧対照表）

◎r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成22年3月5目付け保医発0305第1号）

改正後 現　’行
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@第2章　特掲診療料

@第13部　病理診断
@　　　NO　O5，HER2遺伝子標本作製
@　　　　　（1）　HER2遺伝子標本作製は、乳癌の術後の患者
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ヌは乳癌の転移が確認された乳癌患者に対して、 の転移が確認された乳癌患者に対して、抗HE　R2ヒト化

抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍 モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断する

剤の投与の適応を判断することを目的亡して、F ’ことを目的として、F　I　SH法により遺伝子増幅標本作製

I　SH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合 を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定まで
に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの問 の間に1回を限度として算定する。
に1回を限度として算定する。 ’なお、本標本作製と区分番号「N　O　O2」免疫染色（免

（2）　本標本作製と区分番号「NO　O2」免疫染色（免 疫抗体法）病理組織標本作製の「3」を併せて実施した場

疫抗体法）病理組織標本作製のr3」を併せ∫実 合は、主たるもののみ算定する。

　　施した場合は、主たるもののみ算定する。

i3）　治癒切除不能な進行又は再発の胃癌患者に対し
て行う場合は、乳癌患者に行う場合に準じる。


